
① 令和６年分所得税および令和６年度個人住民税所得割額のどちらも定額減税前税額が０円である 

② 税制度上、「扶養親族」の対象外である（青色事業専従者、事業専従者（白色）または合計所得 48 万円超の方） 

③ 低所得世帯向け給付（令和５年度または令和６年度に実施）の対象世帯の世帯主および世帯員に該当しない 

定額減税補足給付金（不足額給付）のご案内 

～令和６年１月２日以降に米原市に転入した方～ 
 「定額減税補足給付金（不足額給付）」とは、令和６年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことに

より、以下の２つの場合（「Ⅰ」および「Ⅱ」）いずれかに該当し、令和 6年度に実施した「定額減税補足給付

金（調整給付金）」（以下当初調整給付）の額に不足が生じた場合に（令和７年１月１日時点で米原市に住所を

有する方に対し）不足額を追加で給付するものです。 

「Ⅰ」に該当する支給対象者には、米原市から「支給確認書」を送付します。 

「Ⅱ」に該当する方は、申請により給付金を受給できる場合があります。 

※「Ⅰ」に該当する方にもかかわらず、市からの案内が届かない場合があります。その際は「申請書」の提出が 

必要です。申請内容を確認し、要件を満たしていることが確認できた場合に給付します。 

 

Ⅰ「当初調整給付」（令和６年度）の支給額に不足が生じる方への給付 

  

令和６年分所得税額等の確定に基づき再算定した「定額減税補足給付金の確定額①」と、令和６年度に実施し

た当初調整給付の支給額（「支給額②」）で不足額が生じた方に対し、その不足した額（①‐②）を支給します。 

【給付額】 

令和７年度所要額①‐支給額②（1 万円未満の端数は、1 万円単位で切り上げ） 

【給付対象となりうる具体例】 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

・定額減税前の令和６年分所得税額および令和６年度個人住民税所得割額が、ともに０円の方は、対象外です。 

・所得税および個人住民税において既に４万円（納税者および控除対象配偶者を含めた扶養親族１人につき）

の定額減税を受けている方、または合計所得金額 1,805 万円超の方は、当初調整給付および定額減税補足給

付金（不足額給付）の対象外です。 

 

Ⅱ申請（書類の提出が必要）により、給付要件を確認後、対象となる方への給付 

 

【給付要件】（次の要件をすべて満たす方） 

 

 

 

【給付額】 

原則４万円 ※令和６年１月１日時点で国外居住者であった場合は３万円 

【給付対象となりうる具体例】 

 

 

□ 令和６年中に子どもの出生等により、扶養人数が増えた方 

□ 令和５年所得に比べ、令和６年所得が減少した方            

□ 令和６年７月２日以降の税の更正（修正申告）により、令和 6 年度住民税所得割額が減少した方 

□ 令和５年は所得がなく、令和６年に所得がある方 など 

□ 令和６年度個人住民税所得割額課税世帯に属している青色事業専従者、事業専従者（白色）の方 

□ 令和６年度個人住民税所得割額課税者がいる世帯に属している合計所得金額が 48 万円超の方 など 



手続きについて 

「定額減税補足給付金（不足額給付）支給確認書」が届いた場合 

 前住所地に当初調整給付額等を照会し、不足額給付の対象であると確認できた方に、定額減税補足給付金（不

足額給付分） 支給確認書を発送しています。支給確認書の内容を確認し、必要事項を記入した上で必要書類を添

えて、返信用封筒にて、令和７年 11月 20 日（木）【当日消印有効】までに返送してください。 

※令和 6 年 1月 2 日以降に米原市に転入された方以外の提出期限は令和 7年 10 月 31 日（金）です。 

〈必要書類〉 

①本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカード（表面）、健康保険証、パスポート等いずれか１点） 

②振込口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳またはキャッシュカードの写し 

〈注意事項〉 

・提出書類の受付後、おおむね３週間程度を目途に支給します（提出が集中する時期は遅れる場合があります）。 

・提出書類に不備（添付書類の不足等）がある場合は、支給が遅れますのでご注意ください。 

・期限までに提出されない場合は、支給できません。 

「申請」が必要な場合  

令和 6年 1月 2日以降に米原市に転入された方で、不足額給付の対象と思われるが確認書が届かない方は申請

書の提出が必要ですので、定額減税補足給付金（不足額給付）申請書兼請求書と必要書類を、令和７年 11 月 20

日（木）【当日消印有効】までに、定額減税補足給付金（不足額給付）窓口へご提出ください。 ※期限までに

提出されない場合は、支給できません。 

※令和 6 年 1月 2 日以降に米原市に転入された方以外の提出期限は令和 7年 10 月 31 日（金）です。 

〈必要書類〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 問合せ先 ○ 

 米原市 税務課 定額減税補足給付金（不足額給付）窓口 

（米原市役所 本庁舎２階） 

 受付時間：午前９時００分～午後４時４５分（土日祝を除く） 

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください！ 

 自宅や職場などに国や都道府県、市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村

や最寄りの警察署、または警察相談専用電話（♯9110）にご連絡ください。 

□ 本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカード（表面）、健康保険証、パスポート等のいずれか１点） 

□ 振込口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳またはキャッシュカードの写し 

□ 申請書（不足額給付Ⅰ 転入者等） 

□ 調整給付金(当初調整給付分)支給確認書の写し、

支給決定通知書等(支給要件に該当せず、当初調整

給付を受給していないため、上記資料をお持ちで

ない方は、令和６年度個人住民税分控除不足額等

がわかる資料) 

「Ⅰ」に該当すると思われるが、確認書が届かない方 

□ 申請書（不足額給付Ⅱ 専従者・合計所得 48

万円超） 

□ 事業主の令和６年分所得税確定申告書または

青色事業専従者に関する届出書の写し等 

   ※青色事業専従者または事業専従者の方のみ 

「Ⅱ」に該当する方

＋ 

TEL：０７４９-５３-５２１７ 


